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9/2の理事会において報告のありました「メタックス体育館はだの施設利用料が減免適用不可」の対応について、検討した結果をまとめました。 朱書き決定事項

　    11/15（土）理事会において審議・決定して、12月より実施したと思います。

⇒結果は、案４と案５の折衷案となりました。ベースは案４とし、17：30～19：30の隔週開催について、残りの月2回分を参加者が多い秦武館が費用を負担し、連盟として

毎週開催を維持します。毎週開催理由は、地域部活動の推進や道場に属さない生徒の稽古場所の提供等、市剣連の目的の維持のため(案５内容)

１．土曜日稽古会の4時間⇒2時間への変更による利用料削減案のリハーサル結果(10/18実施)　

①指導の先生方の稽古時間が短い。小中学生も1時間30分⇒1時間と30分減

②半面だと稽古スペースが狭く、今後人数が増えると稽古環境に懸念あり

２．今後の土曜日稽古会の開催案

　10月の理事会で提案しました案やリハーサル結果後に皆さんの意見から案をブラッシュアップし、リハーサル時の主な課題で比較をしてみました。

点数は、案4が1位になりました。半面の狭さの解消、指導者負担・不足の課題軽減。ただし、子供達の稽古時間減、稽古日と時間の混乱を招く恐れあります。

案５は、毎週決まった時間が守れるので、混乱・間違えが無くなります。但し、子供の稽古スペース狭さ(実状は可)と指導者負担・不足（従来通り）に課題が残ります。

以下、秦野市剣道連盟の目的を鑑みると、稽古時間を確保できる案５を推奨したいと思います。

『当連盟活動では、毎週、及び月例の稽古会、主催試合、研修会、級審査会など諸事業の充実化を図り、指導者や一般会員の『自己研鑽』の場を提供、また同時に、

次世代を担う青少年の『心身の健全なる育成』を図るべく活動を実施しております。』　　　秦野市剣道連盟ホームページ　連盟紹介　より引用

◎：３点（良くなる）　〇：２点（変わらない）　△；１点（悪くなる）　

項番 比較項目

案１

19：30～21：30

全面

案２

17：30～21：30

半面

案３

17：30～19：30

半面

19：30～21：30

全面

案４

以下①②を隔週ずつ

①17：30～21：30

全面

②19：30～21：30

全面

案５

①17:30～21:30

全面(合同稽古会1回/月）

➁17:30～19:30

半面

19:30～21:30

全面

備考

1 費用 ◎-52,000円 ◎-38,000円 ◎-26,000円 ◎約-26,000円 〇（同等） 案４はさらに冷房代が削減される予定

2 小中学生の稽古環境（広さ） △ △ △ 〇 〇△（1.5） △は半面のため

3 小中学生の稽古回数 〇 〇 〇 △ 〇 案４は稽古回数が減るため

4 小中学生の稽古時間 △ 〇 〇 〇 〇 案１は基本・形稽古時間減

5 先生方の稽古環境（広さ） △ △ 〇 〇 〇 △は半面のため

6 先生方の稽古回数 〇 〇 〇 〇 〇

7 先生方の稽古時間 〇 〇 〇 〇 〇

8 指導者の稽古回数 △ 〇 〇 〇 〇 案1は自身の稽古不可のため

9 指導者の負担 △ 〇 〇 ◎ 〇 案1は指導環境を意識要のため

10 卓球等他競技との共同利用NG 〇 △ △ 〇 〇△（1.5） 卓球等は球が入ってくる等課題

11 稽古日と時間の混乱 〇 〇 〇 △ 〇



12 点数 18 20 21 22 21

13 順位 4 3 2 1 2

2時間：参加された先生

方の指導稽古、一般稽古

は従来通り

4時間：従来通り

従来通りの稽古メニュー

月1回は全面利用で合同稽

古会に利用

尚、合同錬成大会、剣道講習会はこの外数で、従来の連盟予算で負担します。

３．今後の月例稽古会の開催案

月例稽古会は現行４時間⇒２時間に短縮し利用料を削減します（9/2理事会提案の通り実施）

時間帯は、9：00～11：00、11：00～13：00が候補となりますが、従来より『稽古の前後の時間を有効に活用したい』との会員の意見から、9：00～11：00を推奨します。

⇒9：00～11：00に決定しました。

４．今後の対応

(1)今年度12月以降の時間変更に伴う予約変更と支払　会計さん

(2)市剣連HPの月間予定表の変更　広報さん

(3)来年度の活動計画作成　事務局さん

(4)指導計画・指導体制検討（必要時）　指導部さん

(5)来年度、ミズノさんへ2時間縛りの柔軟な対応の依頼は、不要となったため依頼はしない。

以上

稽古例


